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４月継続・新規入所（園）希望の人
※ 上記期間内に申し込みがない場合は、４月
　 に入所できなくなります。

役場本庁福祉課、赤池・方城支所

次の❶❷を役場本庁福祉課、赤池・
方城支所、保育所（園）で入手し❸❹
を持参の上期間内に提出ください。

❶「施設型給付費・地域型保育給付
　 費等に係る教育・保育給付認定申
　 請書兼施設等利用調整申込書」
　 ※新規申込の場合は、個人番号（マイナン
　 　 バー）の記入も必要です。

❷就労・復職（予定）・育児休業証明書等
　保育ができないことを証明する書類
　 ※町公式ホームページでも入手可。
　 ※ 病気、出産、介護・看護、障害などによ
　 　る場合は、診断書や母子手帳、障害者
　 　手帳の写しなどを添付してください。

❸印鑑
❹新規申込のかたはマイナンバーが
　分かるものと、身元確認書類
   ( 例：マイナンバー通知カード、免許証等）
　 ※同一世帯以外が提出する場合は委任状
　　 が必要ですので事前に申し出ください。

保護者などが❶～　いずれかの事情
で子どもを保育できない場合。

❶ひと月48時間以上労働している
❷妊娠中または産前産後２か月以内

❸疾病・負傷、精神や身体に障害がある
❹親族などを常時介護・看護している
❺災害の復旧にあたっている
❻求職活動などを継続的に行っている
❼就学中（職業訓練校などを含む）
❽虐待やDV のおそれがある
❾育児休業時すでに保育を利用中の
　 児童で、継続保育が必要な場合
　上記いずれかに類し町長が認めた場合
※不備がある場合は一度返却します。必要書
　 類をそろえて再度提出してください。
※ 保育料はお子さんの年齢と保護者の住民税
　によって決定します。
※応募者多数時は書類審査のうえ、入所児童
　を選考します。

　 　 　 　 　 　各学童クラブ

次の❶～❺を各学童クラブ、役場本
庁福祉課、赤池・方城支所で入手し、
各学童クラブへ期間内に提出ください。
❶入所申請書  
❷就労（予定）証明書または求職活動状
　況報告書、看護（介護）状況報告書
❸届出事項 
❹誓約書兼同意書 
❺保護者負担金減免申請書 
▶期間内に申請した人の審査結果は3月11日ま
　でに郵送します。結果が届き次第、傷害保険
　料（年）を各学童クラブでお支払いください。

町内の小学生で、保護者が就労や病
気などで放課後に帰宅しても見守る
ことができない世帯。

４月１日～翌年３月31日までの１年間
授業がある日▶授業終了時～18：00
授業がない日▶ 8：00～18：00
※日曜日、祝日、盆、年末年始などは除く。

傷害保険料（年）▶クラブごとに異なる
負担金（月）▶利用料3,500円
　　　　　＋実費徴収分
※1 おやつ代や教材費、保護者会費、特別会
　　費などを含めた「実費徴収分」は、学童ク
　　ラブごとに金額が異なります。詳しくはご
　　希望の学童クラブに問い合わせください。

※2 生活保護受給者は収入認定の際、就労収
　　入から学童クラブの利用料が必要経費と
　　して控除されます。詳しくは福祉事務所
　　の地区担当者に問い合わせください。

▶ 保護者負担金（月3,500 円）のうち、生活保
　護受給世帯は全額、令和２年度分市町村民

22-3653

金田958番地6
7：00～19：00
22-0435

伊方3958番地1
7：30～19：30
22-0253

神崎1716番地1
7：30～19：00
22-3399

伊方4448番地
7：00～19：30
22-5177

金田273番地
7：00～19：00

町内の認定こども園

金田275番地154
7：30～18：30
22-5622

金田1336番地2
7：30～19：30
22-4435

弁城1840番地4
7：30～19：00
22-4476

伊方4491番地2
7：30～19：00
22-0450

　税非課税世帯は半額が還付されます（年度内
　に支払った金額を翌年４月下旬に還付）。申請
　書は各学童クラブに提出してください。

５月以降、人数に余裕がある学童ク
ラブは随時募集を行います。入所日
は原則１日付けで、月途中の入所は
できません。在籍情報については各
クラブに直接問い合わせください。

入所後のお願い

各学童クラブでは「保護者会」が

開催されています。 子どもたちの

活動状況や学習の様子など、支援

員と意見交換ができる貴重な機会

です。ぜひご参加ください！

弁城1936番地
22-4788
平日18：00まで
㊏8：00～18：00

定員
35

赤池859番地
7：30～19：00
28-2257

上野2197番地
7：30～19：00
28-2244

市場692番地
7：30～19：00
28-2635

町内の保育所（園）

申込場所

申込方法 1月9日（木）～配布

入所の要件

利用者負担金（１人）

入所期間

中途募集について

問福祉課 福祉係  ☎ 22-7763
保育所（園）・認定こども園の申込み

申込期間 １月27日 ～２月7日 8:30～17:15
月 金

申込みが必要な人

申込場所

入所申込基準

申込方法 １月14日（火）～配布

問児童センター ☎ 22-7403
学童クラブへの入所申込み

申込期間 ２月6日 ～２月20日木 木

おともだち
たくさん┯

市場334番地

平日18：00まで
㊏7：45～18：00

28-2999

定員
70

町内の学童クラブ

（第一・二）

令和２年度

のびのびと豊かな心をはぐくむ

福智中央保育園神崎保育園

（金田義務教育学校）
赤池418番地47
7：30～19：00
28-3073

定員
35

上野2622番地
学童専用携帯

080-6443-5695
平日18：30まで
㊏7：30～18：30

伊方3927番地15
22-6743
平日18：00まで
㊏8：00～18：00

定員
45

金田962番地
22-0171
平日18：00まで
㊏7：30～18：00

定員
70

※延長保育（19時まで）要相談

22-0115
金田273番地

平日18：00まで
㊏8：00～18：00

定員
50

放課後の「遊び」と「学び」を深める

令和２年度

（※ 2月6日　・2月7日　 は本庁のみ20:00まで受付）木 金

申込前に
必ずご見学を

認定こども園とは、 幼児教育・保育を一体的
に行う施設です。 入園希望者は、 園に直接
問い合わせください。

♥

10

10

伊方4448番地
22-5177
平日18：30まで
㊏7：30～18：00

※延長保育（19時半まで）要相談

定員
60

※新設工事中のためデイサービス恵園で受付
　学童専用携帯 080-2753-8152


